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【手続補正書】
【提出日】平成24年7月25日(2012.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０２】
　なお、以下の説明では、移動先のクライアント１１の移動先のCP３１－２（以下、移動
先のCP３１と称する）と移動先のDMR３２－２（以下、移動先のDMR３２と称する）のそれ
ぞれを処理主体とする。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３１】
　ステップＳ２５１乃至ステップＳ２５８と、ステップＳ２６１乃至Ｓ２６３の処理は、
それぞれ、図４におけるステップＳ１１乃至Ｓ２１の処理と同一である。図１７は、図４
のステップＳ１８とＳ１９に対応するステップＳ２５８とＳ２６１の間に、ステップＳ２
５９，Ｓ２６０が挿入されている点が図４と異なっている。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０２３９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０２３９】
　ステップＳ２８１において、移動先のCP３１は、ユーザの操作に基づく続き再生指示を
取得する。この処理は、図７におけるステップＳ８１と同一の処理である。
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